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高くて払えない国民健康保険税負担をどうするか

国民健康保険の保険料水準の統一について



国民健康保険をめぐる状況について
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被保険者世帯主の就業状況

市町村運営が法制化され、国民皆保険制度が確立した1961年（昭和36年）以降の高度成長経済期から
1980年までの間は、農林水産業者と自営業者の合計割合は半分を超えていたが、1990年代から無職者
が増大。その後、非正規雇用労働者の増大により給与所得者が増加することになる。無職者の中には年
金所得者も入るが、産業構造や就業構造の変化、団塊世代の退職、景気低迷が、被保険者の就業と所得
に大きく影響を与えている。
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農林水産業 その他の自営業 被用者 その他の職業 無 職

市町村運営が法制化され、国民皆保険制度が確立した1961年（昭和36年）以降の高度成長経済期から
1980年までの間は、農林水産業者と自営業者の合計割合は半分を超えていたが、1990年代から無職者
が増大。その後、非正規雇用労働者の増大により給与所得者が増加することになる。無職者の中には年
金所得者も入るが、産業構造や就業構造の変化、団塊世代の退職、景気低迷が、被保険者の就業と所得
に大きく影響を与えている。



市町村国民健康保険加入者の年齢構成推移

いわゆる生産年齢（18歳～64歳）にいる加入者の割合は2010年ぐらいまでは5割を超えていたが、団塊
の世代が65歳以降となる2012年以降減少し、2016年の社会保険適用拡大は、さらに割合が減少している。
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① 年齢構成が高く、医療費水準が高い
・ 65～74歳の割合：市町村国保（３７．８％）、健保組合（３．０％）
・ 一人あたり医療費：市町村国保（３３．３万円）、健保組合（１４．９万円）

② 所得水準が低い
・ 平均所得：市町村国保（８６万円）、協会けんぽ（１４２万）、健保（２０７万円）、共済（２３０万円）
・ 無所得世帯割合：２７．８％

③ 保険料負担が重い
・加入者一人当たり保険料／加入者一人当たり所得
市町村国保（９．８８％）、協会けんぽ（７．５４％）、健保（5.70％）、共済（６.０４％）

④ 保険料（税）の収納率低下
  ・収納率：平成１１年度 ９１．３８％ → 平成２７年度 ９１．45％
・最高収納率：９５．４９％（島根県） ・最低収納率：８７．４４％（東京都）
・神奈川県：92.40％（全国6位） 最高  96.07％（中井町） 最低 86.９３％（箱根町）

⑤ 一般会計繰入・繰上充用
・市町村による法定外繰入額：約３,９００億円   うち決算補てん等の目的 ：約３,５００億円、
・一人当たり：11.213円（全国） 18.077円（神奈川県） 最高 31.104円（東京都）

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在
・3000人未満の小規模保険者４５８ （全体の１／４） 神奈川県では清川村（970）真鶴町

（2730）

⑦ 市町村間の格差
・ 一人あたり医療費の都道府県内格差 最大：392,705円（山北町）  最小：302,862円（葉山町）
・ 一人あたり所得の都道府県内格差  最大：1,071,139円（鎌倉市）   最小：666,118円（横須賀市）
・ 一人当たり保険料負担の都道府県内格差  最大：17.53％（湯河原町） 最小：9.19％（鎌倉市）

１．年齢構成

２．財政基盤

３．財政の安定性・市町村格差

① 財政基盤の強化
・ 低（中間）所得者の保険料負担に

軽減（保険基盤安定制度）
平成27年度 １７００億円

・ 財政調整交付金 ８００億円
・ 保険者努力支援制度 ８００億円
・ 超l高額医療共同事業 １００億円

② 都道府県による財政運営
・  国保事業費納付金による財政調整

所得調整、医療費年齢調整
・ 保険給付費等交付金

保険給付は全て県が支払

③ 医療費適正化や収納率向上など
保険者機能の強化

・ 医療費水準の納付金反映
・ 収納率の保険料水準反映
・ 保険者努力支援制度

市町村国保が抱える構造的な課題と対応の方向性（2018年度）
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国保の保険料負担と被用者保険（協会けんぽ）の保険料負担について

○ 国保と被用者保険とでは、被保険者の所得の形態や所得捕捉の状況に違いがあるという点や、被用者保険における事業主 負担をどのよ

うに捉えるかという点から、国保と被用者保険を単純に比較することは困難である。

このため、厚生労働省としては、国保の保険料負担と被用者保険の保険料負担との乖離を解消・是正することを直接の目的として追加公費

の投入規模を検討することは、慎重に考えるべきと考えている。

○ こうした前提に立ちつつ、今回、全国知事会からのご要望を踏まえ、国保の保険料負担と被用者保険の保険料負担との乖離の状況につい

て、上述の点を敢えて捨象し、機械的に試算すると、以下のとおりとなる。

【国保の保険料負担と被用者保険（協会けんぽ）の保険料負担（本人分）の乖離の状況

（両者の相違を敢えて捨象した上での機械的試算）】

（参考）「加入者一人当たり保険料負担率」について
○ 市町村国保
 「被保険者一人当たり平均保険料調定額（現年分）」÷「被保険者一人当たり平均総所得金額等」に、「決算補填等目的の法定外繰入」を保険料
として負担したものとして、当該「決算補填等目的の法定外繰入」相当額分の保険料負担率を加えて算出したもの。
○ 協会けんぽ
「加入者（被保険者及び被扶養者）一人当たり平均保険料額」÷「加入者一人当たり平均給与所得」
※「平均給与所得」とは、標準報酬月額（12ヶ月)に賞与を加え、給与所得控除相当額を控除したもの。

平成21年度 1.2   兆円

平成22年度 1.08 兆円

平成23年度 1.06 兆円

平成24年度 （速報値） 0.98 兆円
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【現行】 市町村が個別に運営 【改革後】 都道府県が財政運営責任を担うなど中心的役割

市町村
都道府県

・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）

・ 市町村ごとの納付金を決定

市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、
 広域化を促進

・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業

（構造的な課題）

・年齢が高く医療費水準が高い

・低所得者が多い

・小規模保険者が多い

都道府県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営に中
心的役割を果たす市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付）

※被保険者証は都道府県名のもの
※保険料率は市町村ごとに決定
※事務の標準化、効率化、広域化を進める

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心

的な役割を担い、制度を安定化

・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化）

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、
地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

なお、国の普通調整交付金については、 都道府県間の所得水準を
調整する役割を担うよう適切に見直す

○ 詳細については、引き続き、地方との協議を進める 8

国民健康保険の改革による制度の安定化（運営の在り方の見直し）



改革の方向性

１．
運営の在り方

 (総論)

○ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に

中心的な役割を担い、制度を安定化

○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、 市町村が担う事

務の効率化、標準化、広域化を推進

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

２．
財政運営

財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付

３．
資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、 標準化、
広域化を推進

※４．と５．も同様

･ 地域住民と身近な関係の中、
資格を管理(被保険者証等の発行)

４．
保険料の決定
賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険
料率を算定・公表

・ 標準保険料率等を参考に保険料率を決定

・ 個々の事情に応じた賦課･徴収

５．
保険給付

・給付に必要な費用を、全額、
市町村に対して支払い

・市町村が行った保険給付の点検

･ 保険給付の決定
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等

６．
保健事業

市町村に対し、必要な助言･支援
・ 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業
を実施 

 （データヘルス事業等）

改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村それぞれの役割
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国民健康保険運営方針における
保険料水準の統一について
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保険料水準平準化・法定外繰入解消の必須化（その１） 

(都道府県国民健康保険運営方針) 2021年、2023年の全世代社会保障改革関連法案で改正される。

国民健康保険法第82条の2

都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の 市町村の国民健
康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね６年ごとに、都道府県及び当該都道府県内
の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針（以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。）を定め
るものとする。

２ 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。（必須事項）

① 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

② 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項

③ 当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項

④ 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項

⑤ 都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当

該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と認める事項

⑥ 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項



３ 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定め
るものとする(任意事項） 。

① 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項

② 前項各号（第１号を除く）及び前号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整そ

     の他都道府県が必要と認める事項

４ 都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の
状況及びその見通しその他の事情を勘案し、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、当該都道府
県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努め
るものとする。

５ 都道府県国民健康保険運営方針は、高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医
療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

６ 都道府県は、おおむね３年ごとに、第２項各号に掲げる事項（第３項の規定により同項各号に掲げる事項
を定めた場合にあつては、当該事項を含む。）について分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等
が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民健
康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保
険運営方針を変更するものとする。

 

保険料水準平準化・法定外繰入解消を必須化（その２） 
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国民健康保険運営方針のガイドライン（その１）
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国民健康保険運営方針のガイドライン（その２）



12-２ 運営方針への記載事項（保険料水準の統一関係）

（１）国保財政の安定化

・少子高齢化等による人口減少
⇒ 財政基盤の弱い小規模保険者の増加

・被保険者の高齢化や医療の高度化等による医療費の増加
⇒ 高額医療費の発生による小規模保険者への深刻な財政影響

・各市町村の医療費水準の反映を縮小し、県全体で財政リスクを回避していく必要

（２）被保険者間の公平性の確保

・どこの医療機関でも、同様の水準の保険給付を受けることが可能
⇒ 保険料負担においても被保険者の負担能力に合った公平な負担となる
ようにしていく必要がある。

●統一に向けた基本的な考え方

自治体間
の公平性 被保険者間

の公平性

自治体間の公平性よりも、
被保険者間の公平性を重視

15

国民健康保険運営方針のガイドラインにおける統一の意義



※ 上記のほか、保険料水準の統一に関係する内容として、
「標準的な保険料算定方法」や「納付金算定方法（α、βなど）」「法定外繰入（赤字）の削減・解消」など

があるため、これらの記載内容についても協議する。

12-１ 運営方針への記載事項（保険料水準の統一関係）

＜今回具体的に記載する項目＞

○ 統一に向けた基本的な考え方
○ 統一の定義に関する事項
○ 統一の目標年度に関する事項
○ 統一に向けた検討の組織体制やスケジュールに関する事項
○ 納付金算定における医療費水準の反映に関する事項
○ 統一に向けた具体的な取組に関する事項

＜次期運方針期間中に検討する事項として記載する項目＞

○ 各市町村における取組の統一の範囲に関する事項（保健事業等）
○ 都道府県、市町村向け公費の配分方法に関する事項
○ 算定方式の統一に関する事項（医療分、後期分、介護分）

●保険料水準の平準化に関する事項

16

ガイドラインで想定する保険料水準統一に向けた記載事項



17

全世代型の持続可能な社会保障制度を構築するため健康保険法等
を一部改正する法律に基づく、国民健康保険制度改革スケジュール



➣法定外・保険料水準の統一の項目の配点が２倍に

【出典】国事務レベルWG資料（令和５年６月22日）
18



➣保険料水準の統一の配点が大幅に増加

【出典】国事務レベルWG資料（令和５年６月22日）

19





保険料水準の統一をすすめるにあたっての課題

21







24

出典：R4.3国主管課長会議資料

出典：R3.7国ブロック別会議資料



神奈川県国民健康保険運営方針
の特徴点について

25



● 少子高齢化や社会保険の適用拡大等により、今後、小規模保険者の増加が
さらに見込まれ、市町村の国保財政の運営のリスクの増加（医療費増加による
納付金の増、被保険者の減少に伴う保険料収入の減等）が想定される。

● 保険給付は全国共通で公平に受けられる仕組みの中で、市町村ごとの医療
提供体制の偏在（医療費水準）や自治体の財政力（法定外繰入の有無）等によ
り、保険料は大きく異なり、被保険者間で不公平感が生じている。

● 全国知事会、市長会、町村会は、安定的かつ持続可能な医療保険制度の構
築に向け、国が財政運営責任を担う被用者保険も含めた医療保険制度の一元
化・一本化を求めており、その通過点として、まずは都道府県単位で保険料水
準を統一する必要がある。

26

保険料水準の統一を図る目的について 
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県全体で集めるべき納付金総額

各市町村の

①医療費水準、②所得水準、③人数シェアをもとに按分

Ａ市 Ｂ市 Ｃ町 Ｄ村

☑「①医療費水準」が高い市町村ほど、納付金が高くなる。

☑「②所 得 水 準」が高い市町村ほど、納付金が高くなる。

☑「③人数シェア」が高い市町村ほど、納付金が高くなる。

●市町村ごとの納付金算定イメージ（現行）保険料水準の統一（α＝1から0）による納付金の変化



・納付金ベースの統一（α＝０）を令和９年度に実現
(αの引き下げ後の３年間は経過措置期間として財政補填を実施)

・αの引き下げ前の納付金との差額を補填
ただし、補填額は段階的に引き下げる

・財政補填措置の財源は都道府県繰入金（２号繰入金）を活用

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12～

α １ 0.6 0 0

高額共
同負担

無し あり あり あり

財政
措置

－
α=1との差額補填 α=0.6との差額補填

無し
9/10 6/10 3/10 9/10 6/10 3/10 28

●α＝０により納付金が増加する市町村への激変緩和措置

➣ αの段階的な引き下げ（α：１➡0.6➡0）
＋ 高額医療費の共同負担の実施

➣ αの引き下げに伴う段階的な財政補填措置

・これまでの協議状況や意見照会の結果を踏まえ、次のとおり実施する。

合意済保険料水準の統一における激変緩和措置について
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●医療費指数反映係数αを「１➡0.6」とした場合の
納付金への影響額（高額医療費共同負担あり）

影響額総額：10.8億円

１人あたりの納付金の差額（Ｒ４年度納付金（α＝１）との比較（※））

【財政補填総額（例）】
R6   9.7億円<9/10補填>
R7   6.5億円<6/10補填>
R8 3.2億円<3/10補填>
※上記はR4年度納付金データに基づいて試算した金額を
例として記載しており、実際の補填額は、各年度におい
てα＝１と0.6の納付金の差額を算出して決定する。

（単位：円） αの引き下げ（１➡0.6）により
納付金が減額となる市町村の

特別交付金を融通し
段階的な財政補填措置を実施

納付金ベースの統一による財政影響と激変緩和措置



法定外繰入の解消について

30







【決算補填等目的の法定外繰入】 

①決算補填目的のもの 保険料収納不足、国保事業費納付金増 高額療養費貸付金。

②市町村の政策的投入 保険料税の負担緩和、地方単独の保険料軽減制度、任意給付

③過年度の赤字によるもの 累積赤字解消、公債費・借入金解消

【決算補填等目的以外の法定外繰入】

①保険料税の減免額にあてるもの。⇒ 新型コロナウイルス感染症関連減免はこれにあたる。

②小児医療や重度障がい者医療を実施した際減額される定率国庫負担減額分の補填。

③保健事業費に充てるもの。特定健診・特定保健指導や健康づくり事業に要する保健事業費

④直営診療施設に充てるもの。国保診療所運営・施設整備のための国保特別会計支出。

⑤基金積立金に充てるもの。国保財政調整基金造成費用に充て一般会計から繰入金。

⑥借入金等の返済金。

解消が必要な法定外繰入について
国ガイドラインでは「赤字の解消」を方針に盛込むとしており、その解消すべき赤字については「繰上げ
充用金（単年度赤字を次年度財源で補填）」「決算補填等目的の一般会計からの法定外繰入金」と定義。



保険料軽減（減免）と法定外繰入 

（問） 所得の多寡や被保険者の年齢等の画一的な基準で保険料を独自に軽
減（減免）している場合においては、決算補填等目的の法定外繰入の「④
地方単独の保険料軽減額」と決算補填等目的外の法定外繰入の「⑧保険料
の減免額に充てるため」のどちらに該当するか。

 個別の特別な理由に応じた減免ではなく、所得の多寡や被保険者の年齢
等により保険料を一律に軽減している場合には、受益に見合った負担とは
ならないことから、「計画的に削減・解消すべき赤字」として「④地方単
独の保険料軽減額」に該当します。
なお、⑧の「保険料の減免」については、そもそも、「減免は、個々の

納税者の担税力いかんによって決定すべきものであり、条例において
は、・・・納税者の総所得金額等の多寡等の画一的な減免基準を設けるの
は適当ではない」（総務省「地方税質疑応答集」）とされてい
ることに留意する必要があります。







収納率向上対策になかで差押処分をめぐる動き

37









差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権の差押えについて
2020年1月31日付け国税庁徴収部長による国税局あて指示

●預貯金債権の差押えに当たっては、滞納者の現況の確認に必要な範囲で入出金状況を把握す
ることとし、国税徴収法第76 条の給料等（同法第77 条の社会保険制度に基づく給付を含む。
以下同じ。）又は児童手当等の法律上差押えが禁止されている給付（以下、これらを併せて
「差押禁止債権等」という。）の振込みの有無を確認する。
●当該預貯金債権を差し押さえることが実質的に差押禁止債権等を差し押さえたものと同視さ
れ得る場合には、その差押禁止部分について、差押禁止の趣旨に反し違法と判断されるおそれ
がある。
●当該預貯金債権の差押えに当たっては、預貯金口座への入金が差押禁止債権等の振込みのみ
である場合は、その預貯金債権を差し押さえることが実質的に差押禁止債権等を差し押さえた
ものと同視され得る。
●差押以前にそのことが把握されない場合は、差押後に必要な調査を行うこととし、その差押
えが上記差押可能金額を超えていると認められるときは、その部分の差押解除（国税徴収法第
152条第２項等）をするなど、適切に対応する。
● 滞納者の権利保護の観点から、差し押さえた預貯金債権の取立ては、原則として、
差押えをした日から10 日間程度の間隔を置いた上で行う。
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